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令和３年度広島県食品衛生監視指導計画に基づく実施結果（概要） 

「食品衛生法」及び「広島県食品の安全に関する基本方針及び推進プラン」に基づき策定し

た「令和３年度広島県食品衛生監視指導計画」の実施結果について取りまとめました。 

 

Ⅰ 監視指導の範囲 

 
広島県内（保健所設置市である広島市，呉市，福山市を除く※。） 
※ 食品衛生法の規定により，監視指導計画の策定・結果公表は県及び保健所設置市がそれぞれ行うことと

なっています。 

 
Ⅱ 監視指導の期間 

 
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 
Ⅲ 監視指導結果 

 
１ 年間立入検査件数（保健所，食肉衛生検査所実施） 

営業施設等の衛生状態，使用原材料・製品のリスク

等を考慮して，施設ごとに監視する回数を設定し，広

域流通食品製造施設，大量調理施設などを中心に重点

的，効果的な監視指導を実施しました。 

 

 計画件数 実施件数 達成率 

22,000件 14,672件 66.7％ 

 

２ 年間試験検査等件数（保健所，総合技術研究所保健環境センター，登録検査機関実施） 

収去検査（食品衛生法に基づく食品等の検査）及び水産食品のモニタリング検査を実

施した結果，違反件数は 4件，違反率は 0.1％でした。 

 

検査項目 
検査対象食品

等 
計画件数  検査件数 違反件数 

収
去
検
査 

食品添加物等 各種食品 

4,000検体 
うち輸入食品 
280検体 

 

2,901件 
うち輸入食品 

156件 
 

 

＜達成率＞ 

72.5％ 
うち輸入食品 

55.7％ 

4件 
うち輸入食品 

2件 
 

 

＜違反率＞ 

0.1％ 
うち輸入食品 

1.3％ 

細菌 各種食品  

残留農薬 
農産物，牛乳，輸入食

肉 
 

遺伝子組換え 野菜，その加工品  

アレルギー物質 そうざい  

生かき成分規格 生かき  

有害物質 魚介類，鶏卵，鶏肉  

抗菌性物質 魚介類，食肉  

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査 

かき養殖海域の細

菌数等 
海水，かき  

貝毒 
かき，アサリ，ムラサ

キイガイ 
 

有機塩素系物質 

・重金属 
かき  
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【違反食品の内容：４件】 

食品名 違反等内容 

缶詰・瓶詰食品 
日本で使用が認められていない添加物

が検出（２件） 

菓子類 
食品表示に記載がないアレルギー物質

が検出（１件） 

漬物 
食品表示に記載がない添加物が検出

（１件） 
注) （ ）内は違反件数 

３ 一斉監視（保健所実施） 

施設に立入調査を行い，衛生管理の徹底や不適正表示の改善及び不良食品の排除など

の指導をしました。 

 一斉監視 実施内容 

夏期食品一斉監視 

（R3.7.1～8.13） 

 監 視 件 数 ： 3,507 件 

 指 導 件 数 ： 90 件 

 試験検査件数： 337 件 

年末食品一斉監視 

（R3.12.1～12.31） 

 監 視 件 数 ： 2,484 件 

 指 導 件 数 ： 87 件 

 試験検査件数： 237 件 

HACCP承認施設一斉監視 

（R3.4～R4.3） 

 監 視 件 数 ： 1 件 

 （対象施設数： 3施設）  

食品表示適正化推進月間 

一斉監視 

（R3.12.1～12.31） 

 監 視 件 数 ： 1,274 件 

 指 導 件 数 ： 72 件 

 表示講習会開催回数： 2 回 

食中毒予防月間重点施設 

監視（R3.7.1～8.31） 

 監 視 件 数 ： 4,217 件 

 指 導 件 数 ： 118 件 

 試験検査件数： 398 件 

 講 習 会 開 催 回 数： 39 回 

食品衛生機動班による 

重点監視（12件/年） 
 監 視 件 数 ： 6 件 

 

４ 食品等別重点監視指導・検査（保健所，食肉衛生検査所実施） 

大規模な健康被害の発生や食品表示の偽装等を未然に防止する
ため，広域流通食品などの重点的な監視指導等を実施しました。 
また，安全な食肉の流通確保のため，食鳥検査を実施しました。 

 

一斉監視 実施内容 

生かき 

 作業場監視件数： 622 件 

 収去検査件数： 132 件 

 生産者衛生講習会等開催： 5 回 

広域流通食品 

（菓子，清涼飲料水等） 

 製造施設監視件数： 3,040 件 

 
衛生管理及び記録の作成・保存の徹底 

消費期限等の設定根拠の確認 

食鳥検査  検査件数（鳥）： 3,731,279 羽 
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Ⅳ 食中毒等健康危害発生時の対応 

 
食中毒事件に際し，「広島県食中毒対策要綱」に基づき迅速かつ的確な調査を行い，原

因究明，拡大防止及び再発防止を図りました。 

  発生件数 有症者数 死者数 

集団食中毒 
（有症者 6名以上の食中毒） 

4 119 0人 

散発食中毒 7 9 0人 

合計 11 128 0人 

注）令和３年（R3.1～R3.12）に広島県内（保健所設置市を含む。）で発生した食中毒 

Ⅴ 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 

 
１ 食品衛生講習会及び食品衛生責任者養成講習会の開催 

食中毒予防や食品表示に関する講習会，食品衛生管理の中心的な役割を担う食品衛生責
任者の養成講習会等を実施しました。 

 食品衛生講習会  食品衛生責任者養成講習会※ 

開催回数 参加者人数  開催回数 参加者人数 

132回 2,374人  40回 1,038人 

※ 一般社団法人広島県食品衛生協会に委託して実施 
２ 広島県食品自主衛生管理認証制度の推進 

    事業者の自主主衛生管理体制を推進するため，認証取得の取組みを支援しました。 

 
業種 

認証施設数の推移 

R3.3 R4.3 

仲買事業者であって，「むき身したかき」若しくは「詰

合せしたかき」を集荷して詰合せ，他に出荷する事業 17 施設 16 施設 

菓子製造業（パン） 1 施設 1 施設 

菓子製造業（和生菓子） 10 施設 11 施設 

菓子製造業（洋生菓子） 5 施設 5 施設 

菓子製造業（その他の菓子） 8 施設 12 施設 

弁当･そうざい製造業（配送･卸売り） 14 施設 15 施設 

弁当･そうざい製造業（店頭売り） 3 施設 3 施設 

煮豆･佃煮製造業 4 施設 6 施設 

加工のり製造業 7 施設 7 施設 

鶏卵選別包装施設（GPセンター） 2 施設 2 施設 

食酢･加工酢製造業 0 施設 0 施設 

みそ製造業 3 施設 3 施設 

めん類製造業 4 施設 5 施設 

ソース類製造業（ウスターソース類） 0 施設 0 施設 

ソース類製造業（その他のソース類） 0 施設 0 施設 

ふりかけ類製造業 1 施設 3 施設 

漬物製造業 1 施設 1 施設 

かき加工品（冷凍）製造業 1 施設 1 施設 

食品販売業 2 施設 3 施設 

食肉販売業 2 施設 2 施設 

魚介類販売業 1 施設 3 施設 

合計（21業種） 86 施設 99 施設 
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広島県食品安全推進協議会 

２ 消費者への情報提供 

（１）啓発等  

県ホームページ，広報誌，パンフレット

等により食中毒予防，食品の安全に関する

情報等を提供するとともに，監視指導の実

施状況について，公表しました。 

（２）講習会等の開催 

農薬の適正使用や食品衛生に関する情

報提供に努めました。 

 

 

項目 実施内容 

広島県食品安全

推進協議会 

開催回数：  2 回 

参加者数： 35 人 

広報・講習会等 
広報回数： 19 件 

開催回数： 8 件 

 

Ⅵ 関係者相互の情報及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

 

 １ 県民との意見交換 

広島県食品安全推進協議会の開催 

消費者，生産者，事業者，市町の代表及び学識経験者

並びに行政関係者による食品の安全対策に関する意見交

換や次年度の食品衛生監視指導計画等について検討しま

した。 

 

 

 

 

 参考 

 

 
１ 監視指導の体制 

 機  関 

県保健所生活衛生課・衛生環境課 

（４保健所３支所） 
県食肉衛生検査所 県庁食品生活衛生課 

 
２ 試験検査体制 

 機  関 

県保健所試験検査課 

（２保健所） 
県食肉衛生検査所 

県立総合技術研究所 

保健環境センター 
登録検査機関 

 
３ 人材育成 

食品衛生監視員等業績発表会の開催及び各種研修会への派遣により，食品衛生監視員及

び食鳥検査員等の知識，技術の向上に努めました。(15回） 

 

４ 関係機関との連携 

大規模・広域的な食中毒や食品等の違反事

案に対応するため，国及び他の自治体等と情

報交換を図るとともに，県内の保健所設置市

や国の関係機関，県庁関係部局と食品の安

全，表示対策に係る連絡会等を開催し，連携

に努めました。 

 

 

項目 実施回数 

国及び他の都道府県との連携 11 回 

県内保健所設置市との連携 15 回 

県関係部局との連携 5 回 
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令和３年度広島市食品衛生監視指導計画に基づく 

監視指導結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市健康福祉局 
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- 1 - 

 

Ⅰ 趣旨 

  広島市では、市民が安心して食を楽しむことができるまちづくりを目指して、令和３年度広島市

食品衛生監視指導計画を定め、この計画に基づき、食の安全・安心を確保するための取組を行って

きました。ここに令和３年度の監視指導結果をお知らせします。 

   

Ⅱ 実施期間 

  令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

Ⅲ 監視指導体制の整備と連携の確保 

 １ 市役所内部の連携 

   市民局消費生活センターを始めとする１９の関係課で構成する「食の安全・安心ネットワー

ク」により食の安全・安心に関する情報を共有するとともに、貝毒の検査について経済観光局水

産課と協力して実施するなど関係課と連携して取り組みました。 

２ 国や関係自治体などとの連携 

   大規模食中毒や違反食品による健康被害の発生・拡大防止を図るため、立入検査や食中毒に関

連した調査などを厚生労働省や広島県内の自治体と連携して実施するとともに、政令指定都市や

瀬戸内沿岸の関係自治体で構成する会議で意見交換や情報共有を行いました。なお、会議の多く

が新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインや書面会議での開催となりました。 

連携先 連携内容 

厚生労働省 

（中国四国厚生局、検疫所を含む。） 

食中毒の発生時の情報共有 

総合衛生管理製造過程承認施設や対米対ＥＵ輸出水産食

品加工施設の立入検査 

輸入食品や市外流通品に係る違反情報の共有 

最新知識の情報共有 

消費者庁 食品表示基準違反情報の共有 

関係自治体 

食中毒に関連した調査 

輸入食品や広域流通品に係る違反情報の共有 

会議での情報共有 

 県内の自治体 

（広島県、福山市、呉市） 

一斉監視（広島県食中毒予防月間、広島県食品表示適正

化推進月間） 

 

Ⅳ 効果的・効率的な監視指導の実施 

１ 食品関係施設への立入検査 

飲食店などの食品営業許可を要する施設及び食品販売店や給食施設などの食品営業許可を要し

ない施設に対して延べ１３，７４４件の立入検査を行い、食品の種類や食中毒の発生状況、施設

の規模などを考慮して定めた「共通監視指導項目」と食品の特性に着目して定めた「食品群ごと

の監視指導項目」に沿って指導しました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により政府か

ら飲食店への休業要請があり営業を自粛する飲食店があったことや、保健所職員が新型コロナウ

イルス感染症の対応に重点を置かざるを得ない時期があったため、実施数は目標数を下回りまし

た。 
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回数/年 
対象施設 立入件数 

調理・製造・加工施設 流通・販売施設 目標数 実施数 

 

 

 

 

２回以上 

 

 

 

 

・飲食店営業のうち１回 300食 

以上又は 1日 750食以上を提 

供する施設（大量調理施設） 

・全国的に流通する食品を大量

製造する施設 

・大規模宿泊施設 

・かき作業場 

・広島市中央卸売 

市場内施設 

・デパート、ショ 

ッピングモールな 

どの大規模小売店 

１２，６００ ４,９０５ 

１回以上 

・ハイリスク食品提供施設※ 

・前年度食中毒事件発生施設 

・中規模宿泊施設 

・規格基準のある食品を大量 

製造する施設 

・大規模食肉処理施設 

・団体利用施設 

・スーパーマーケ 

ットなどの中規模 

小売店 

３，２００ ３，６００ 

1/6回 

以上 
・上記以外の要許可施設など 

・個人商店、コン 

ビニエンスストア 

などの小規模小売 

店 

９，０００ ５，２３９ 

合計 ２４,８００ １３，７４４ 

２ 食品などの検査 

  ⑴ 検査件数 

市内に流通する食品７５５検体の食中毒菌などの微生物、食品添加物などの検査を実施し、

安全性を確認しました。なお、新型コロナウイルス感染症の PCR検査を優先し、通常の検査業

務を一時中止した期間があったため、実施数は目標数を大幅に下回りました。 

         （ ）内は違反件数 

区分 試験検査項目 主な対象食品 
検査件数 

目標数 実施数 

食中毒予防対策 

（微生物検査） 

食中毒起因菌など 食肉、野生鳥獣肉、鶏卵など 

２,１８０ 

 

７５５(０) 

うち 

輸入食品６０ 

(０) 

衛生規範、成分規格など 
弁当、そうざい、生菓子、生麺、乳製

品、食肉製品、冷凍食品、生かきなど 

食品安全対策 

（理化学検査） 

食品添加物、成分規格な

ど 

加工食品、輸入かんきつ類、食肉製

品、乳、清涼飲料水、容器包装など 

アレルギー物質、遺伝子

組換え食品、環境汚染物

質など 

加工食品、穀物加工品、鮮魚介類など 

塩分濃度、ｐＨなど 生かき、漬物、食肉製品など 

農薬安全対策 残留農薬 野菜、果物、鶏肉など 

畜水産食品対策 残留動物用医薬品など 
食肉、鶏卵、養殖魚など 

食肉（牛、豚）【食肉衛生検査所実施】 

輸入食品対策 成分規格、添加物など 輸入食品（菓子、野菜果物など） 

貝毒対策 貝毒 アサリ、かき、ムラサキイガイ 

食肉衛生対策 
【食肉衛生検査所実施】 

細菌 食肉（牛、豚など） 

⑵ 違反状況 

  検査を実施した食品などにおいて、違反した検体はありませんでした。 
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⑶ 農薬安全対策と畜水産食品対策（再掲） 

２０６検体の農畜水産物などの検査を実施し、農薬や動物用医薬品などが基準値を超えて残

留していないことを確認しました。 

         （ ）内は違反件数 

試験検査項目 
検査件数 

農産物 畜産物 水産物 合計 

残留農薬 ３７（０） ０（０） ― ３７（０） 

残留動物用医薬品 １（０） ０（０） ０（０） １（０） 

抗生物質のスクリーニング検査 １（０） １６５（０） ２（０） １６８（０） 

合計 ３９（０） １６５（０） ２（０） ２０６（０） 

⑷ 貝毒対策（再掲） 

本市水産課と連携し、２０検体の市内で採取された二枚貝の検査を実施し、毒化状況に違反

がないことを確認しました。 

（ ）内は違反件数 

試験検査項目 
検査件数 

アサリ かき ムラサキイガイ 合計 

麻痺性貝毒 ４（０） １４（０） ０（０） １８（０） 

下痢性貝毒 ０（０） ２（０） ０（０） ２（０） 

合計 ４（０） １６（０） ０（０） ２０（０） 

  ⑸ 食肉衛生対策（再掲） 

と畜場における衛生管理の実施状況の効果を確認するため、１１５検体のと畜処理された

牛、豚の枝肉表面の検査を外部検証として実施しました。 

試験検査項目 
検査件数 

牛 豚 合計 

拭き取りによる枝肉検査（生菌数） ０ １５ １５ 

拭き取りによる枝肉検査（腸内細菌科菌群数） ０ １５ １５ 

切除法による枝肉検査（生菌数） ５０ ５０ １００ 

切除法による枝肉検査（腸内細菌科菌群数） ５０ ５０ １００ 

３ 違反発見時の対応 

発見した違反については、違反の内容に応じて、営業の禁止などの行政処分や再発防止の指導

を行いました。（他都市などからの情報提供を含む。） 

区

分 

食品衛生法 食品表示法 

食
中
毒
・
腐
敗
等 

（
第
六
条
（
第
四
号
を
除
く
）） 

異
物
混
入
等 

（
第
六
条
第
四
号
） 

規
格
基
準
違
反 

（
第
十
三
条
第
三
項
（
第
六

十
二
条
準
用
規
定
を
含
）） 

残
留
農
薬
基
準
違
反 

（
第
十
三
条
第
三
項
） 

無
許
可
営
業 

（
第
五
十
五
条
第
一
項
） 

施
設
基
準
違
反 

そ
の
他
違
反 

衛
生
事
項 

品
質
事
項 

保
健
事
項 

合計 

件

数 
５ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ 
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  く 

４ 食中毒予防対策 

 ⑴ ノロウイルスやカンピロバクター食中毒予防対策 

大量調理施設やハイリスク食品提供施設などに対して、ノロウイルス食中毒予防対策とカンピ

ロバクター食中毒予防対策などを重点的に指導しました。 

  例年、大量調理施設の従事者などを対象に開催していた食中毒予防についての講習会開催を新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止としましたが、講習会の開催に替えて、食中毒の事

例に職員の解説を加えた動画を作成し、市ホームページに公開するとともに大量調理施設へ動画

視聴を促す通知を送り、食中毒予防の啓発を行いました。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症の流行拡大を踏まえた食品衛生への対応 

     飲食店営業などの許可施設にお持ち帰り（テイクアウト）などの販売状況を確認し、不適切な

取扱いについて指導し、改善をはかりました。 

５ 市内に流通する食品の拠点における食の安全確保 

   広島市中央卸売市場と広島市食肉市場における食品の安全性を確保するために、次の取組を行

いました。 

⑴ 広島市中央卸売市場 

   ア 早朝監視などの実施 

     早朝監視を２３回実施し、フグなどの有毒魚介類の混入の有無、食品表示や保存温度を点

検しました。 

イ 違反食品の排除 

市場を経由して市内に流通していた違反食品１件の流通及び回収状況を調査・確認しまし

た。 

違反食品 違反内容 

スナップエンドウ 

生鮮・冷蔵 

フルシラゾール０．０６ｐｐｍ及び 

ジニコナゾール０．１０ｐｐｍを検出 

（基準値：ともに０．０１ｐｐｍ） 

ウ 市場関係者との連携 

市場水産仲卸業者、卸業者に対し、令和３年６月に施行した食品衛生法の改正に係る講習

会を開催しました。また、市場内の業者に対して、ＨＡＣＣＰによる衛生管理について指導

を行いました。 

⑵ 広島市食肉市場 

   ア と畜検査 

と畜場に搬入された牛、馬、豚、めん羊及び山羊６３，９８４頭について、と畜検査員が

一頭ずつ検査し、うち２１８頭について、とさつ解体禁止や全部廃棄の措置を行いました。 

区分 牛 馬 豚 めん羊 山羊 合計 

と畜検査頭数 ７，５３６ ３ ５６，３５６ ２９ ６０ ６３，９８４ 

とさつ解体禁止 １０ ０ ４ ０ ０ １４ 

全部廃棄 １１７ ０ ８６ ０ １ ２０４ 

 

 

 

※その場で改善が図られるなどの軽微な違反及び一斉監視における違反などの件数は除く 
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イ 自主衛生管理の促進 

食肉衛生検査所のと畜検査員が、と畜場の衛生管理について外部検証を行い、と畜場の衛

生管理責任者などに対して、ＨＡＣＣＰに基づく自主衛生管理の促進について指導を行いま

した。 

６ 一斉監視 

  例年、厚生労働省などの通知に基づき、食中毒発生の防止と積極的に食品衛生の向上を図る見

地から夏期及び冬期に食材の温度管理や食品表示確認に重点をおいた監視を実施していますが、

新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴う保健所業務の負担大幅増加に鑑み、厚生労働省など

から特段の監視指導事項は示されませんでした。 

本市においては、夏期における食中毒を防止するため、７～８月の２か月間、独自の重点的監

視指導計画を策定し、この計画に基づき監視指導を行いました。また、食品の流通が増加する年

末や、食中毒患者が最も発生する冬期についても、夏期と同様に計画を策定し、１２月の１か月

間、重点的な監視指導を行いました。 

また、多数の来場者が予想される大規模イベントの開催時には、食品取扱施設への巡回指導を

行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりほぼ全ての大規模イベントが中止となりま

した。 

 ７ 危機発生時の対応 

  ⑴ 食中毒発生時の対応 

ア 食中毒発生状況 

     食中毒の発生を探知した際には、保健所が迅速かつ的確に原因究明するために、患者の喫

食状況や施設の立入調査及び食品などの検査を行います。また、原因施設を特定した場合

は、被害拡大防止のため営業禁止など行政処分を行います。 

令和３年度は、食中毒事件数は７件（患者数は７６人）の食中毒が発生し、食中毒の原因

施設には営業禁止処分を行い、報道機関へ公表するとともに、市ホームページに掲載し、市

民及び食品等事業者への注意喚起に努めました。 

（ ）内は前年度の値 

 

イ 食中毒の原因施設への対応 

家庭以外の食中毒の原因施設については、安全が確保されるまでの間、営業を禁止し、被

害の拡大防止を図るとともに、原因の究明と食材の廃棄、施設の消毒、従事者の検便、衛生

教育などの再発防止の指導を行いました。 

 

病因物質 事件数 患者数 

細
菌 

カンピロバクター １（２） ３（７） 

病原大腸菌 １（０） ２６（０） 

ノロウイルス ２（１） ３９（６） 

寄生虫（アニサキス） １（２） １（２） 

動物性自然毒（フグ毒） １（０） １（０） 

ヒスタミン ２（１） ０（４２） 

不明 １（１） ６（１１） 

総数 ９（７） ７６（６８） 
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⑵ 苦情への対応 

     市民からの申し出や食品等事業者からの報告は２４６件でした。食品や施設などに関する苦

情については、必要に応じて速やかに事実確認するとともに原因の究明と再発防止の指導を行

いました。 

区分 

 食品 施設 

有症苦情 
その他 

（※） 
合計 

異物混入 
カビ・腐敗 

・変質 

味臭色

の異常 

・安全性 
表示 その他 不衛生 

許可 

・その他 

件数 ５１ １０ １３ ３２ ３９ １６ ２９ ４０ １６ ２４６ 

※Ｏ１５７などの感染症が疑われた情報提供に対する調査など 

  ⑶ 災害時の対応 

    ８月に発生した豪雨の被害が甚大な被災地域に開設された避難所を巡回し、避難所における

食中毒・感染症予防のため、食品の取り扱いやトイレやごみの管理などについて確認し、必要

に応じて助言を行いました。 

 

８ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理 

 ⑴ 導入状況の確認 

   定期的な立入検査や営業許可の更新等の機会を通じて導入状況を確認し、リーフレットや厚

生労働省が示した手引書等により、必要に応じて指導しました。また、食中毒が発生した際に

被害が広範囲に拡大する恐れがある大量調理施設や食品製造施設での導入状況を重点的に確認

し、必要に応じて指導しました。 

⑵ ＨＡＣＣＰ導入に関する講習会 

市民や市内の食品等事業者からの依頼等により、ＨＡＣＣＰの導入方法などを含めた講習会

を行いました。 

⑶ 相談窓口の設置 

広島市保健所にＨＡＣＣＰの相談窓口を設置し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入や適切

に実施する際の相談に対応しました。 

Ⅴ 自主衛生管理の促進 

 １ 事業者の自主衛生管理の促進 

  ⑴ 食品衛生責任者の設置 

    食品衛生責任者の設置が義務付けられている食品営業施設に食品衛生責任者の設置を指導し

ました。 

区分 令和３年度末 令和２年度末 

食品衛生責任者の設置率 ９５．３％ ９４．８％ 

 

 ⑵ 食品衛生責任者に係る講習会の実施 

食品衛生責任者養成講習会や食品衛生責任者実務講習会は、市長が指定・認定した講習会

で、一般社団法人広島市食品衛生協会が実施しました。 

講習会名 開催回数 受講者数 

食品衛生責任者養成講習会 ３８回 ２，１５２名 
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講習会名 開催回数 受講者数 

食品衛生責任者実務講習会 １４回 ６５６名 

 

⑶ 食品衛生功労者・優良施設の表彰 

食品衛生意識の向上を図るため、業界の指導育成などに顕著な功績があった個人を食品衛

生功労者として、また、他の模範となる良好な衛生管理を行っている施設を優良施設として

表彰しました。 

表彰名 食品衛生功労者 優良施設 

広島市生活衛生事業功労表彰 ５名 ５施設 

広島市保健所長表彰 １名 １０施設 

 

２ 関係団体との連携 

食品等事業者の自主衛生管理を推進するため、食品衛生指導員の活動を支援するとともに、食

中毒予防啓発を連携して実施しました。 

連携先 連携内容 

一般社団法人広島市食品衛生協会 

食品衛生指導員の活動支援 

（研修会への講師派遣、食品衛生に関する情報の提供） 

食中毒予防啓発（児童館などでの手洗い講習会） 

 

Ⅵ リスクコミュニケーションの推進（情報提供と意見交換） 

１ 食の安全・安心に関する情報の発信 

⑴ 食品安全情報センターによる情報発信 

ホームページやメールマガジン、リーフレットにより市民や食品等事業者に食の安全・安心

に関する情報や本市の食の安全確保のための取組を情報提供しました。 

また、６月９日に広島県下全域に食中毒警報が発令（１０月１８日解除）されたため、本市

ホームページやメールマガジンなどにより市民や食品等事業者に情報提供し、食中毒について

注意喚起しました。 

区分 実施内容 

ホームページ 食中毒の基礎知識や予防方法、発生状況などを掲載 

メールマガジン 
市民向けに「ひろしま食の安全・安心ニュース」を８回発行 

事業者向けに「広島市食品安全情報センターニュース」を８回発行 

リーフレット 保健所に配置 

⑵ 食品衛生に関する知識の普及 

   ア 食品取扱い施設への立入検査時のリーフレット配布 

監視指導時に最新の食中毒発生状況や食中毒予防対策などのリーフレットを配布し、食品

等事業者に食品衛生に関する正しい知識の普及に努めました。 

イ 広報紙への掲載や広報番組の放映 

区分 実施回数又は期間 

広報番組（テレビ） ２回 

市広報紙（市民と市政） ２回 
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区分 実施回数又は期間 

本庁舎広告塔懸垂幕の掲示（食中毒予防） ８月１日から８月３１日まで 

中央市場内における懸垂幕の掲示（食中毒予防） ６月９日から１０月１８日まで 

市民球場「食中毒予防啓発」アナウンス等 ６月９日から１０月１８日まで 

 

ウ 食品衛生講習会や市政出前講習会の開催 

対象者と講習内容 開催回数 受講者数 

食品関係営業者 

（動画配信を含む） 

食中毒予防 ３６ １，８１７ 

表示 ２ ４６ 

その他 ２ ３２ 

市民 食中毒予防 ２ ２２ 

合計 ４２ １，９１７ 

 

エ 小学校での「上手な手洗い授業」の実施 

区分 回数又は期間 

実施校 
１８校 

（４３クラス１，２１０名） 

実施期間 ６月３日から１１月２６日まで 

 

⑶ 食品リコール（自主回収）情報の提供 

これまで各自治体が食品リコール（自主回収）情報を管理・公表していましたが、令和３年

６月から国のシステムに報告することで全国の食品リコール情報が一元的に管理・公表される

ようになりました。市内では営業者からの自主回収報告が１６件あり、再発防止の指導を行う

とともに、６月からは広島市のホームページから全国のリコール情報が検索できるように国の

システムへのリンクを設定し、市民が自ら全国の食品リコール情報を確認できるようにしまし

た。 

２ 市民や事業者との意見の交換 

⑴ 広島市生活衛生推進員活動の支援 

研修会への講師派遣や食品衛生に関する情報の提供などにより、広島市生活衛生推進員の活

動を支援しました。 

⑵ 食品衛生監視指導計画に関する市民からの意見募集 

令和３年度の食品衛生監視指導計画の策定にあたり、令和３年２月１日から２８日まで食品

衛生監視指導計画の案を本市ホームページ、保健所及び保健所分室で公表し、市民から意見を

募集しました。 

    

Ⅶ 担当職員の資質の向上 

１ 日常の業務における研修と研修会への参加 

日常の業務における研修として、新任者基礎研修や食中毒疫学研修などの内部研修を行いまし

た。また、中国四国地域食品表示行政担当者研修会やオンラインでの食品衛生監視指導研修会な

どの外部研修に参加し、担当職員の業務遂行のための資質の向上を図りました。 
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- 9 - 

 

 

２ 食品衛生に関する調査研究 

   食品の製造・加工技術の高度化、食品流通の広域化などに適切に対応するため、食品衛生の諸

課題に関する調査研究を行い、厚生労働省主催の食品衛生監視員研修会や広島市保健所内での発

表会で調査結果を発表しました。 

  【主な研究発表】 

＜全国食品衛生監視員研修会＞ 

   ・保育園で発生したヒスタミン食中毒事例について 

 

   ＜広島市生活衛生関係業績発表会（抜粋）＞ 

   ・小規模飲食店における HACCP導入支援のタイミングについて 

・惣菜製造施設における真空調理品で、酸敗が発生した事例について 

・外観から鑑別した種（ショウサイフグ）と遺伝子解析で判明した種（コモンフグ）に相違が

認められた事例について 

・家庭用ヨーグルトメーカーによる低温調理の危険性について 

・食品等事業者に対するカンピロバクター食中毒に関するリスクコミュニケーションの結果及

びその効果について 
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令和３年度呉市食品衛生監視指導計画に基づく実施結果（概要） 

 

第１ 監視指導の範囲 

呉市内 

 

第２ 監視指導の期間 

     令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間 

 

第３ 実施体制 

 監視指導体制 

実 施 機 関 実 施 内 容 等 

呉市保健所 

生活衛生課 

・監視指導計画及び食品衛生に関する各種施策の策定 

・食品衛生関係施設の監視指導及び食品等の収去検査 

・違反食品，苦情食品に係る調査及び対応 

・食中毒（疑いを含む。），有症苦情等に係る調査及び対応 

・食品の適正表示に係る監視，指導（衛生及び品質事項） 

・食品衛生関係従事者及び市民等への各種衛生講習会やリスクコミュニケーション 

の実施など食品衛生に関する啓発事業 

・食品関係施設における自主衛生管理推進のための支援及び指導 

環境試験センター 

及び 

登録検査機関 

・食中毒，有症苦情（ノロウイルス，食中毒起因菌等）の検査 

・食品の成分規格（食品衛生法に規定されている項目）検査 

・食品添加物，残留農薬，抗生物質等の検査  

・衛生規範等の指導指針に定める細菌検査 など 

   ＊平成２５年度から食品の試験検査業務の一部を食品衛生法に基づく厚生労働省登録検査機関に外部

委託している。 

   ＊令和２年度の機構改革により，環境管理課から環境政策課内 環境試験センターとなった。 

    

第４ 関係機関との連携 

食中毒など食品衛生上の危害防止対策，安全・安心な食品の製造・流通を図るため，各種連絡協議

会・研修会に参加し, 国や広島県，広島市，福山市等との情報共有，意見交換を行った。 

また，食中毒や違反食品等の関連調査等の対応は関係機関と相互協力しながら実施し,食品表示に係

る監視・指導については，食品表示法等を所管する関係機関と連携して実施した。 

 

第５ 監視指導結果 

1 年間立入検査件数 

計画件数 立入総件数 達成率 改善勧告等（件） 行政処分（件） 

５，０００ ３，０５６  ６１．１％ １  ２ 

・ 食品取扱い施設のうち，食中毒等危害発生の可能性が高い施設を重点的に監視指導した。 
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２ 年間収去検査等実施件数（実施検体数として計上。下段の括弧内は輸入食品の内数） 

計画件数 実施件数 達成率 文書等指導件数 違反件数 

５００ 

（３０） 

３７６ 

（８） 

７５．２％ 

（２６．７％） 

１２ 

（０） 

０ 

(０) 

・ 市内において製造・流通している食品等の安全性の確認と安心を確保するため，食品中の微生物，

食品添加物，農作物等中の残留農薬等について収去（行政）検査を実施した。 

なお，結果不良の施設に対しては立入調査を行うとともに，指導書による現場指導を実施した。 

 

３ 一斉監視 （年間立入検査及び収去検査実施件数より期間分を再掲） 

（１） 夏期食品一斉監視（R３.７.１～８.３１） 

区  分 実施件数 文書等指導件数 行政処分 

立入検査   ７１５（２９２） １６（１５）    ０（０） 

区  分 実施件数 文書等指導件数 違反件数 

収去検査   ５９    ３    ０ 

※（ ）内は，監視に係る件数のうち，表示指導に係る件数を対象とした件数の内数 

・ 夏期に多発する食中毒等の食品による事故の未然防止を図るとともに，積極的に食品衛生の向上を 

図る見地から，食品取扱い施設に対して夏期一斉立入監視を実施した。 

     

（２） 年末食品一斉監視（R３.12.１～12.３１） 

区  分 実施件数 文書等指導件数 行政処分 

立入検査 ４２９（２８９）   １０（１０）   0（０） 

区  分 実施件数 文書等指導件数 違反件数 

収去検査   ４４    １    ０ 

  ※ (  )内は，監視に係る件数のうち，表示指導に係る件数を対象とした件数の内数 

・ 年末における食中毒等の未然防止及び多種類の食品が大量に流通することから，食品等の表示の信

頼性の確保を図る見地から，食品取扱い施設に対して年末一斉立入監視を実施した。 

 

（３） 食中毒予防月間一斉監視（R3.７.１～８.３１） 

    ① 食品関連施設における食中毒防止の監視指導 

・ 夏期食品一斉監視の施設立入に合わせ，食品取扱い業者への食中毒予防に対する意識高揚と啓発を 

はかるため，ポスターやチラシ等の配布を実施した。（実施件数：夏期一斉結果参照） 

② 食中毒予防に係る啓発事業 

・ 月間行事の一つとして，市民及び食品取扱い業者に対して，食中毒予防に関する講習会を開催 

した。（令和３年７月，８月 実施：６回，受講者数：１５１名） 

 

  （４） 食品表示適正化推進月間一斉監視（R３.１２月） 

① 適正食品表示に係る監視指導 

・ 年末食品一斉監視の施設立入に合わせ，市内で製造・販売されている食品について，表示の確 

認を実施した。また大型量販店においては，食品表示法等を所管する関係機関と連携して立入

を実施した。 （実施件数等：年末一斉結果参照） 
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② 適正食品表示に係る啓発事業 

・ １１～２月に市民及び食品取扱い業者に対して，食品の適正表示に関する講習会を開催した。 

 （ 実施：２回，受講者数：５４名） 

 

 

第６ 重点監視指導項目 

  次表の食品等について，指導要綱等により重点的に監視指導を実施した。その他，成分規格のある

食品については，収去検査で適合を確認した。 

    特に冬期において，ノロウイルスによる大規模な集団食中毒事件が全国的に多発していることから，

給食調理場など大量調理施設の監視指導を強化した。 

 

食 品 群 指 導 要 綱 等 指 導 内 容 

生かき 

生かきの取扱いに関する指導要領 

（昭和５３年９月広島県制定） 

令和３年度「広島かき」重点指導方針 

かき作業場に対して，講習会を実施

し，収去検査等により，成分規格適

合を確認した。 

生食用食肉 
「生食用食肉」に関する規格基準 

（平成２３年１０月１日施行） 

生食用食肉に関する規制について，

その周知徹底を図った。 

フ  グ 
フグの処理等に関する指導要綱 

（昭和５９年４月１日施行） 

フグ・かき取扱施設，宴会場に対し

て，食中毒予防の指導を行い，食中

毒防止対策の強化を図った。 

集団給食， 

仕出し，弁当 

大量調理施設衛生管理マニュアル 

（平成９年３月厚生省生活衛生局長通知） 

給食施設の一斉点検等を行い，給食 
施設での衛生管理及び取扱いを指
導した。また，大型仕出し，弁当施
設についても給食施設に準じて指
導した。 

広域流通食品 

食品等事業者に対する監視指導の強化に
ついて 
（平成１９年１２月１２日厚生労働省医薬
食品局食品安全部長通知） 
広域流通食品製造施設重点監視実施要領 
（平成２１年４月２４日広島県食品衛生 
室制定） 

広域流通食品製造施設に対して適
宜，農林部局と合同で立入調査を行
い，書類等の確認を行って適正表示
等を指導した。 

 

第７ 食中毒等健康被害発生時の対応 

呉市内における食中毒の発生状況（原因施設等が呉市外に所在する場合を除く。） 

区  分 発生件数 有症者数 死者数 

食中毒 

発生件数 

R1年度 ３（２）  １８  １ 

R２年度 ３（３）  ４  ０ 

R３年度 ２（２）  ２  ０ 

    ※（ ）内は，食中毒発生件数のうち，有症者数が５名以下の散発食中毒の内数 

   ・ 食中毒発生時には，「呉市食中毒対策要綱」に基づき，迅速かつ的確な調査を行い，原因究明を行 

うとともに，原因施設に対して，事件の拡大防止・再発防止対策を実施した。 
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第８ 食品等事業者の自主的衛生管理の推進 

１ 食品衛生講習会の開催 

講習対象者 食品取扱い者 一般市民等 合 計 

実施回数（回） １８ ３ ２１ 

参加人数（人） ５２５ ５７ ７８２ 

・ 食品取扱い業者及び市民等に対して，食品衛生の向上を図る事業として各種衛生講習会を保健所の

主催あるいは依頼により実施した。 

・ HACCP制度化に向けた内容の講習会も実施した。 

 

 

 

 

 

２ 「広島県食品自主衛生管理認証制度」の活用 

食品取扱い業者の自主的な衛生管理の推進と市民の食生活の安全・安心の確保を目的として，広島

県において施行されている制度について，立入指導の際にその周知と普及に努めた。 

呉市での認証施設数（令和３年度末現在） 

業   種 認証施設数 

かき作業場 ３ 

菓子製造業（その他の菓子） ２ 

みそ製造業 １ 

ふりかけ類製造業 １ 

食品販売業 １ 

【参 考】広島県認証対象業種：２１業態，県内９９施設が認証されている。（令和３年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対米輸出水産食品取扱認定施設の指導・育成 

呉市での対米輸出水産食品取扱認定施設（令和３年度末現在） 

施  設  数 監 視 回 数 

1 ４ 

・ 対米輸出水産食品取扱認定施設は，ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理基準を満たすことが要件の一つで

あるため，製造業者への立入，監視を実施し，適正な衛生管理の実施を確認した。 

   

 

「仲買業者であって「むき身したかき」若しくは「詰合せしたかき」を集荷して詰合せ，他に出荷す

る事業」，「菓子製造業（パン）」，「菓子製造業（和生菓子）」，「菓子製造業（洋生菓子）」，「菓子製造業

（その他の菓子）」，「弁当・そうざい製造業（配送，卸売り）」，「弁当・そうざい製造業（店頭売り）」，

「煮豆・佃煮製造業」，「加工のり製造業」，「鶏卵選別包装施設（GP センター）」，「食酢・加工酢製造

業」，「みそ製造業」，「ソース類製造業（ウスターソース類）」，「めん類製造業」，「ソース類製造業（そ

の他のソース類）」，「ふりかけ類製造業」，「漬物製造業」，「かき加工品（冷凍）製造業」，「食品販売

業」，「食肉販売業」，「魚介類販売業」 

※ ＨＡＣＣＰとは，食品の製造において発生しうる危害を分析し，その重要な行程を連続的に管

理することによって，全ての製品の安全性を保障しようとする衛生管理手法 
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４ アイスクリーム類の成分規格の自主管理 

アイスクリーム類製造業及び飲食店営業で製造したアイスクリーム類について，期間を定めて自 

主検査を指導し，自主管理を推進した。 

 

 

第9 関係者相互の情報交換及び意見交換（リスクコミュニケーション）の実施 

１ 市民への情報提供 

(1) 監視指導計画の公表 

令和３年度監視指導計画は，計画（案）作成後，呉市ホームページ（生活衛生課），各支所におい

て，意見募集し，令和３年３月末までに，呉市ホームページ（生活衛生課）への掲載により公表した。 

 

(2) 監視指導計画の実施状況の公表 

前年度の監視指導計画実施結果は，呉市ホームページ（生活衛生課）に毎年６月末までに公表した。 

 

２ 消費者への食品による危害発生防止のための情報提供 

    下記の方法等により，食品衛生に関する各種情報を提供した。 

(1) 食品の安全に関する情報等提供 

提供方法 ：呉市ホームページ（生活衛生課），市政だより等を通じた情報提供 

提供内容 ：食中毒予防，食品の安全に関する資料等 

(2) 消費者教育等 (食中毒予防，食品表示講習会等の実施)  

・ 市民等からの依頼・要望等を受け，現地に出向いて，食品衛生の向上について講習会を実施した。

（実施回数，参加者数：食品衛生講習会の開催を参照） 

 

３ リスクコミュニケーションの実施 

     食品に関わる者がそれぞれの立場から意見や情報を交換する場としての「リスクコミュニケー 

ション」を開催した。 

  実施日：令和４年３月２８日 

  テーマ：「原料原産地表示について」 

  参加者：食品関連事業者３６名，保健所職員３名 

  内 容：テーマに関する相互意見交換 

 

第10 食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上 

 １ 食品衛生責任者等自主管理を担う者の育成（呉市食品衛生協会と共催） 

・ 食品衛生責任者「養成」講習会の開催 

開催回数 受講人数 

４ １７７ 

＊食品営業施設等の自主衛生管理を推進するために設置が義務付けられている「食品衛生責任者」

を養成するための講習会を開催した。（講師：食品衛生監視員等） 

 

・ 食品衛生責任者「実務」講習会（再講習制度）の開催 

開催回数 受講人数 

３ ９４ 

＊すでに食品営業施設等に配置されている「食品衛生責任者」に対して，許認可更新時に，より最

新の衛生知識や情報を提供することを目的とした講習会を開催した。（講師：食品衛生監視員等） 
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・ 食品衛生推進員（食品衛生指導員）研修会の開催 

開催回数 参加人数（のべ） 

２ ６９ 

＊食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するために呉市が委嘱した食品衛

生推進員（食品衛生協会に所属する食品衛生指導員）の資質向上を目的として講習会を開催した。

（講師：食品衛生監視員等） 

 

２ 食品衛生監視員等の資質向上等 

    保健所に在籍する食品衛生監視員等の資質向上や情報交換等により連携を深めること等を目的とし 

て，広島県や厚生労働省等が開催する研修会や会議に積極的に参加した。 

参 加 回 数 参加人数（のべ） 

33 39 
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２０２１年度福山市食品衛生監視指導計画に基づく実施結果 

福山市保健所 

 

Ⅰ 食品関係施設への立入検査に関する事項 

 

１ 年間の監視状況 

「２０２１年度福山市食品衛生監視指導計画」で，食品関係施設等の衛生状態，使用原材料，製品

のリスク等を考慮して，施設毎に目標監視件数を設定し，監視指導を実施しました。 

新型コロナウイルス感染拡大を受け，縮小して実施しましたが，広域流通施設や製造施設を重点的

に監視を行いました。 

監視の結果，主に施設の衛生管理，設備の不備等について指導を行いました。 

また，行政処分は２件でした。（食中毒１件，規格基準違反１件） 

（新型コロナウイルス感染症の影響により，目標数を下回りました） 

区分 施設数 
目標 

監視件数 
監視件数 監視率 指導件数 行政処分 

合計 12,287施設 9,200件 4,028件 43.8％ 102件 2件 

  ※ 施設数は 2021年（令和 3年）3月 31日現在 

 

２ 各種一斉監視等結果 

（１）国の通知に基づくもの 

例年，厚生労働省通知に基づき，夏期及び年末に食中毒発生の防止を図るため一斉監視を実施し

ていますが，新型コロナウイルス感染拡大に伴い，厚生労働省からは特段の重点監視項目は示され

ませんでしたが，可能な限り監視指導を行いました。 

 

（２）県の制度に基づくもの                    

ア 食中毒予防月間（７～８月）                   

食中毒の発生しやすい時期である７月，８月を「食中毒予防月間」と 

し，食中毒予防の普及啓発，食品関係施設への監視指導を実施しました。 

区分 監視件数 指導件数 

食中毒予防月間 1,095件 31件 

  ※ 監視件数等はのべ数 

    

 

イ 広島県食品表示適正化推進月間（１２月） 

さまざまな食品が集中して流通する１２月を「広島県食品表示適正化推進月間」とし，食品表示

法等を所管する関係機関が連携し，食品表示の監視指導を実施しました。 

区分 監視件数 指導件数（表示） 

食品表示適正化推進月間 576施設 63件 
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（３）その他 

ア 各種行事に併せた監視 

 修学旅行での利用施設等に対し，集中的に監視を実施しました。 

イ 製造者等に対するＨＡＣＣＰ導入の推進 

製造者及び加工者に対して，ＨＡＣＣＰによる工程管理の推進に向け，必要な助言や指導を行い

ました。 

 

Ⅱ 食品等の収去検査等に関する事項 

 

１ 食品収去検査 

食品製造施設や販売店等における製造品や販売中の食品等の収去検査を実施しました。 

（新型コロナウイルス感染症の影響により，目標数を下回りました） 

 

 

 

 

２ と畜場における食肉検査 

区分 牛 

合計 11,129頭 

注：ＢＳＥスクリーニング検査 18頭実施 

（BSE検査対象は 24か月齢以上の牛のうち，生体検査におい 

て，神経症状が疑われたもの及び全身症状を呈するもの） 

結果は全頭陰性でした。 

 

Ⅲ 食中毒発生に関する事項 

 

１ 食中毒発生状況 

２０２１年１月から１２月の１年間で，市内で２件の食中毒が発生

しました。 

発生件数 有症者数 死者数 

2件 3人 0人 

 食中毒発生時には，「福山市食中毒対策要綱（１９９８年策定）」に基づき，迅速かつ的確な調査を

行い，事故の拡大を防止しその原因究明等を行うとともに，市民への注意啓発を行いました。 

 

 

 

 

 

 

区分 目標件数 検査件数 実施率 不適件数 

合計 800件 206件 25.8% 1件 

 

Administrator
テキストボックス
24

Administrator
テキストボックス



 - 3 - 

Ⅳ 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項 

 

１ 講習会等実施状況                     

食品等事業者や一般消費者等に対して，食中毒予防を中心とした講習会等を実施しました。 

区分 回数 参加人数 

食品等事業者等 63回 1,555人 

 

Ⅴ 関係者相互間の情報及び意見の交換（ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）の実施に関する事項 

 

１ 市民への情報及び意見交換の実施 

ア 監視指導計画の公表 

２０２１年度監視指導計画の策定にあたっては，市ホームページへの掲載，保健所及び各支所等

へ閲覧窓口を設置し，市民から意見の募集を行い，策定後の公表も行いました。 

 

２ 消費者への食品による危害発生防止のための情報提供 

食品の安全に関する情報及び家庭における食中毒予防対策について，市ホームページ，広報ふ

くやま，メール配信，講習会等を通じて情報提供を行いました。 

食品等の自主回収に関する情報は，随時，厚生労働省の自主回収（リコール）届出システムを利

用して公表されました。 

 

Ⅵ 食品衛生に携わる人材の養成及び資質の向上に関する事項 

 

１ 食品衛生監視員，と畜検査員及び食鳥検査員の資質向上 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる研修会がありましたが，厚生労働省主催の

食品安全行政講習会，食品表示にかかる研修会等，各種研修会に出席しました。 

 

２ 食品衛生責任者等の食品等事業者の自主管理を担う者の資質の向上 

２０２１年度については，新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み，人数を減らすなど感染予防

対策を行い，可能な範囲で食品等事業者等を対象とした食品衛生講習会，ＨＡＣＣＰ講習会等，各種

講習会を実施しました。 
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